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特
別
企
画

用
保
証
協
会
は
、
信
用
保
証
協

会
法
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
の
金
融
円
滑
化
の
た
め

に
設
立
さ
れ
た
公
的
機
関
で
す
。
47
都

道
府
県
と
４
市
（
横
浜
市
・
川
崎
市
・

名
古
屋
市
・
岐
阜
市
）
に
あ
り
、
事
業

者
の
資
金
調
達
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い

ま
す
。

　

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
は
、
一

般
的
に
自
己
資
本
な
ど
財
務
面
が
脆
弱

で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
資
本
市
場
な
ど

へ
の
ア
ク
セ
ス
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

資
金
調
達
手
段
と
し
て
金
融
機
関
の
借

入
へ
の
依
存
度
が
高
い
う
え
に
、
十
分

な
担
保
を
持
た
な
い
な
ど
信
用
力
も
劣

位
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
資
金
調
達
に
問

題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ

ま
す
。

　

こ
の
た
め
各
地
の
信
用
保
証
協
会

が
、
事
業
者
が
行
う
民
間
金
融
機
関
か

ら
の
借
入
れ
に
対
し
て
保
証
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
中
小
事
業
者
の
資
金
調

達
の
円
滑
化
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
信
用
保
証
協
会
に
よ
る
「
信
用

保
証
制
度
」
は
、
日
本
政
策
金
融
公
庫

に
よ
る
「
信
用
保
険
制
度
」
に
支
え
ら

れ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

信
用
保
証
制
度
は
、
中
小
企
業
・
小

規
模
事
業
者
、
金
融
機
関
、
信
用
保
証

協
会
の
３
者
が
当
事
者
と
な
っ
て
利
用

さ
れ
ま
す
（
図
表
）。
流
れ
と
し
て
は

ま
ず
、
事
業
者
が
信
用
保
証
協
会
へ
直

接
、
ま
た
は
融
資
を
申
し
込
ん
だ
金
融

機
関
を
通
じ
て
保
証
の
申
込
み
を
行
い

ま
す
。

　

信
用
保
証
協
会
は
そ
の
事
業
者
の
事

業
内
容
や
信
用
調
査
・
審
査
を
行
い
、

保
証
の
可
否
を
金
融
機
関
に
通
知
し
ま

す
。
金
融
機
関
は
信
用
保
証
協
会
か
ら

信
用
保
証
書
の
交
付
を
受
け
て
融
資
を

実
行
し
、
事
業
者
は
定
め
ら
れ
た
返
済

条
件
に
従
っ
て
金
融
機
関
に
借
入
金
を

返
済
し
ま
す
。

　

何
ら
か
の
事
情
で
事
業
者
が
返
済
で

き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
事
業
者
に

代
わ
っ
て
信
用
保
証
協
会
が
金
融
機
関

に
弁
済
し
ま
す
（
こ
れ
を
代
位
弁
済
と

い
う
）。
こ
れ
に
よ
り
信
用
保
証
協
会

は
事
業
者
に
対
し
て
求
償
権
（
債
権
の

弁
済
を
請
求
す
る
権
利
）
を
取
得
し
ま

協
会
を
利
用
し
て
お
り
、
公
的
金
融
機

関
の
中
で
も
特
に
利
用
が
多
い
の
が
特

徴
の
１
つ
で
す
。

　

保
証
限
度
額
は
、
中
小
企
業
信
用
保

険
に
お
け
る
普
通
保
険
の
限
度
額
２
億

円
と
無
担
保
保
険
の
８
０
０
０
万
円
を

合
わ
せ
た
２
億
８
０
０
０
万
円
（「
一

般
保
証
」）
で
す
。
こ
れ
と
は
別
に
、

中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特
例
措
置
に

基
づ
き
各
種
政
策
目
的
に
よ
り
創
設
さ

れ
た
、
２
億
８
０
０
０
万
円
を
限
度
と

す
る
「
別
枠
保
証
」
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
２
０
１
８
年
４
月
か
ら
は

「
危
機
関
連
保
証
」
と
し
て
２
億
８
０

０
０
万
円
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
信
用
保
証
協
会
か
ら
の
債
務

保
証
を
利
用
し
て
融
資
を
受
け
た
債
務

者
（
法
人
の
場
合
は
代
表
権
を
有
す
る

連
帯
保
証
人
）
が
、
そ
の
債
務
を
全
額

返
済
し
な
い
う
ち
に
死
亡
も
し
く
は
所

定
の
高
度
障
害
等
の
不
測
の
事
態
に
陥

っ
た
場
合
、「
保
証
協
会
団
信
」
に
加

入
し
て
い
れ
ば
、
生
命
保
険
会
社
か
ら

受
け
取
る
保
険
金
を
も
と
に
、
全
国
信

用
保
証
協
会
連
合
会
が
金
融
機
関
の
債

務
を
弁
済
し
ま
す
。

す
の
で
、
代
位

弁
済
以
降
に
つ

い
て
、
事
業
者

は
金
融
機
関
で

は
な
く
信
用
保

証
協
会
へ
返
済

を
続
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

信
用
保
証
協

会
が
行
っ
た
保

証
に
つ
い
て
は

中
小
企
業
信
用

保
険
法
に
基
づ

い
て
、
す
べ
て

日
本
政
策
金
融

公
庫
が
保
険
に

よ
り
カ
バ
ー
し

て
い
ま
す
。
こ

れ
が
前
述
し
た

信
用
保
険
制
度

信で
す
。

　

こ
の
信
用
保
証
制
度
と
信
用
保
険
制

度
が
連
結
し
た
仕
組
み
を
「
信
用
補
完

制
度
」
と
い
い
、
中
小
企
業
の
金
融
の

円
滑
化
を
支
援
し
て
い
る
の
で
す
。

業
種
ご
と
に
利
用
基
準
が
あ
る

　

信
用
保
証
協
会
の
保
証
は
、
中
小
企

業
信
用
保
険
法
に
定
め
る
中
小
企
業
が

対
象
と
な
っ
て
お
り
、
資
本
金
ま
た
は

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
い
ず
れ
か
が

基
準
に
該
当
し
て
い
れ
ば
利
用
可
能
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

基
準
は
業
種
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
お

り
、
例
え
ば
製
造
業
は
「
資
本
金
３
億

円
以
下
ま
た
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員

が
３
０
０
人
以
下
」、
卸
売
業
は
「
資

本
金
１
億
円
以
下
ま
た
は
常
時
使
用
す

る
従
業
員
が
１
０
０
人
以
下
」
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

全
国
信
用
保
証
協
会
連
合
会
に
よ
る

と
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
は
全

国
で
３
５
８
万
社
あ
り
、
日
本
全
体
の

企
業
の
99
・
７
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
の
35
・
２
％
、
１
２
６
万
社

（
う
ち
９
割
を
従
業
員
が
20
名
以
下
の

小
規
模
企
業
が
占
め
る
）
が
信
用
保
証

南川 善光

　増税や暖冬、新型コロナウイルスの感染拡大などの影
響で中小企業への打撃が深刻化しています。本特別企画
では、公的金融機関である信用保証協会の役割や民間金
融機関との関係、また協会が目下行っている経営支援に
ついて解説します。

〈Ｑ＆Ａで学ぶ〉

信用保証協会の役割
＆

経営支援のポイント
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１

信
用
保
証
協
会
と
は
何
？

ど
ん
な
こ
と
を

行
っ
て
い
る
団
体
な
の
？

●信用保証制度の仕組み

※一般社団法人全国信用保証協会連合会ホームページ資料を元に作成

中小企業・
小規模事業者

金融機関 信用保証協会

①保証申込

②保証承諾
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